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第

二

十

九

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

住

宅

宿

泊

事

業

の

適

正

な

運

営

の

確

保

に

関

す

る

条

例

 

  

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

八

年

二

月

十

七

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

住

宅

宿

泊

事

業

の

適

正

な

運

営

の

確

保

に

関

す

る

条

例

 

（

目

的

）

 
第

一

条
 

こ

の

条

例

は

、

住

宅

宿

泊

事

業

法

（

平

成

二

十

九

年

法

律

第

六

十

五

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

十

八

条

の

規

定

に

基

づ

く

住

宅

宿

泊

事

業

の

実

施

の

制

限

そ

の

他

住

宅

宿

泊

事

業

の

適

正

な

運

営

の

確

保

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

こ

と

に

よ

り

、

周

辺

地

域

の

生

活

環

境

の

悪

化

を

防

止

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

条

例

で

使

用

す

る

用

語

の

意

義

は

、

法

で

使

用

す

る

用

語

の

例

に

よ

る

。

 

（

区

の

責

務

）

 

第

三

条

 

江

戸

川

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

は

、

第

一

条

の

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

住

宅

宿

泊

事

業

の

適

正

な

運

営

の

確

保

に

関

す

る

施

策

を

実

施

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

区

は

、

前

項

の

施

策

を

実

施

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

警

察

、

消

防

そ

の

他

の

関

係

機

関

と

連

携

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

住

宅

宿

泊

事

業

者

等

の

責

務

）

 

第

四

条

 

住

宅

宿

泊

事

業

者

又

は

住

宅

宿

泊

管

理

業

者

（

以

下

「

住

宅

宿

泊

事

業

者

等

」

と

い

う

。

）

は

、

住

宅

宿

泊

事

業

を

実

施

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

住

宅

宿

泊

事

業

に

起

因

す

る

騒

音

の

発

生

、

ご

み

の

処

理

そ

の

他

の

事

象

に

よ

る

生

活

環

境

の

悪

化

を

防

止

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

宿

泊

者

の

責

務

）
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第

五

条

 

宿

泊

者

は

、

届

出

住

宅

の

利

用

に

当

た

っ

て

は

、

当

該

届

出

住

宅

の

周

辺

地

域

の

生

活

環

境

に

悪

影

響

を

及

ぼ

さ

な

い

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 
（

住

宅

宿

泊

事

業

の

実

施

の

制

限

）

 

第

六

条

 

法

第

十

八

条

の

規

定

に

よ

り

、

住

宅

宿

泊

事

業

の

実

施

を

制

限

す

る

区

域

（

以

下

「

制

限

区

域

」

と

い

う

。

）

は

、

都

市

計

画

法

（

昭

和

四

十

三

年

法

律

第

百

号

）

第

八

条

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

第

一

種

低

層

住

居

専

用

地

域

、

第

二

種

低

層

住

居

専

用

地

域

、

第

一

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

、

第

二

種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

、

第

一

種

住

居

地

域

、

第

二

種

住

居

地

域

、

準

住

居

地

域

及

び

田

園

住

居

地

域

と

す

る

。

 

２

 

届

出

住

宅

の

敷

地

が

制

限

区

域

の

内

外

に

わ

た

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

敷

地

の

過

半

が

制

限

区

域

に

属

す

る

と

き

は

、

当

該

敷

地

の

全

部

を

制

限

区

域

と

み

な

す

。

 

３

 

制

限

区

域

に

お

い

て

は

、

全

て

の

期

間

、

住

宅

宿

泊

事

業

を

実

施

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

に

も

該

当

す

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

一

 

住

宅

宿

泊

事

業

者

が

、

江

戸

川

区

規

則

（

以

下

「

規

則

」

と

い

う

。

）

で

定

め

る

期

間

以

上

引

き

続

い

て

、

届

出

住

宅

と

同

一

の

建

築

物

内

若

し

く

は

敷

地

内

に

あ

る

住

宅

又

は

隣

接

し

て

い

る

住

宅

に

居

住

す

る

と

き

。

た

だ

し

、

住

宅

宿

泊

事

業

者

が

、

当

該

届

出

住

宅

か

ら

発

生

す

る

騒

音

そ

の

他

の

事

象

に

よ

る

生

活

環

境

の

悪

化

を

認

識

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

が

明

ら

か

で

あ

る

と

き

を

除

く

。

 

二

 

住

宅

宿

泊

事

業

者

が

、

届

出

住

宅

に

人

を

宿

泊

さ

せ

る

間

、

不

在

（

日

常

生

活

を

営

む

上

で

通

常

行

わ

れ

る

行

為

に

要

す

る

時

間

の

範

囲

内

の

一

時

的

な

不

在

を

除

く

。

）

と

な
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ら

な

い

と

き

。

 

三
 

制

限

区

域

の

区

域

内

に

存

す

る

届

出

住

宅

の

居

室

の

数

の

合

計

が

五

以

下

で

あ

り

、

当

該

届

出

住

宅

に

係

る

住

宅

宿

泊

管

理

業

務

を

住

宅

宿

泊

事

業

者

が

自

ら

行

う

と

き

。

 

（

周

辺

住

民

等

に

対

す

る

周

知

等

）

 

第

七

条

 
住

宅

宿

泊

事

業

を

営

も

う

と

す

る

者

（

以

下

「

届

出

予

定

者

」

と

い

う

。

）

は

、

法

第

三

条

第

一

項

の

届

出

前

に

、

そ

の

周

辺

地

域

の

住

民

等

（

規

則

で

定

め

る

範

囲

の

も

の

と

す

る

。

以

下

「

周

辺

住

民

等

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

周

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

届

出

予

定

者

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

周

辺

住

民

等

に

周

知

し

た

と

き

は

、

法

第

三

条

第

一

項

の

届

出

の

際

に

、

江

戸

川

区

長

（

以

下

「

区

長

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

報

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

届

出

予

定

者

又

は

住

宅

宿

泊

事

業

者

は

、

周

辺

住

民

等

か

ら

の

申

出

が

あ

っ

た

と

き

は

、

当

該

周

辺

住

民

等

に

対

し

、

そ

の

届

出

住

宅

に

係

る

住

宅

宿

泊

事

業

の

内

容

に

つ

い

て

必

要

な

説

明

を

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

標

識

の

掲

示

）

 

第

八

条

 

法

第

十

三

条

の

公

衆

の

見

や

す

い

場

所

と

は

、

規

則

で

定

め

る

場

所

と

す

る

。

 

２

 

住

宅

宿

泊

事

業

者

は

、

前

項

で

定

め

る

場

所

に

掲

示

し

た

標

識

が

届

出

住

宅

の

存

す

る

建

物

の

外

部

の

場

所

か

ら

認

識

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

場

合

は

、

区

が

交

付

す

る

標

識

を

規

則

で

定

め

る

場

所

に

掲

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

区

が

交

付

す

る

標

識

を

掲

示

す
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る

こ

と

に

つ

い

て

、

当

該

建

物

の

管

理

組

合

（

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

の

適

正

化

の

推

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

二

年

法

律

第

百

四

十

九

号

）

第

二

条

第

三

号

に

規

定

す

る

管

理

組

合

を

い

う

。

）

の

承

諾

が

得

ら

れ

な

い

と

き

そ

の

他

区

長

が

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

（

届

出

の

公

表

）

 

第

九

条

 

区

長

は

、

法

第

三

条

第

一

項

の

届

出

が

あ

っ

た

と

き

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

こ

れ

を

公

表

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

は

、

法

第

三

条

第

四

項

の

変

更

の

届

出

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

（

苦

情

等

の

対

応

記

録

）
 

第

十

条

 

住

宅

宿

泊

事

業

者

等

は

、

法

第

十

条

の

規

定

に

よ

り

苦

情

及

び

問

合

せ

に

対

応

し

た

と

き

は

、

当

該

対

応

に

つ

い

て

記

録

を

作

成

し

、

そ

の

作

成

の

日

か

ら

三

年

間

保

存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

指

導

及

び

勧

告

）

 

第

十

一

条

 

区

長

は

、

住

宅

宿

泊

事

業

の

適

正

な

運

営

を

確

保

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

（

法

第

十

五

条

又

は

法

第

四

十

一

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

業

務

改

善

命

令

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

と

き

を

除

く

。

）

は

、

そ

の

必

要

な

限

度

に

お

い

て

、

住

宅

宿

泊

事

業

者

等

に

対

し

、

業

務

の

方

法

の

変

更

そ

の

他

業

務

の

運

営

の

改

善

に

必

要

な

措

置

を

と

る

よ

う

指

導

し

、

又

は

勧

告

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

違

反

者

の

公

表

）

 



第２９号議案 

- 6 - 

 

第

十

二

条

 

区

長

は

、

住

宅

宿

泊

事

業

者

等

が

法

第

十

五

条

又

は

法

第

四

十

一

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

業

務

改

善

命

令

に

従

わ

な

か

っ

た

と

き

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

こ

れ

を

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

区

長

は

、

第

六

条

の

規

定

に

違

反

し

て

住

宅

宿

泊

事

業

を

実

施

し

た

者

に

つ

い

て

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

こ

れ

を

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

委

任

）

 

第

十

三

条

 

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

必

要

な

事

項

は

、

規

則

で

定

め

る

。

 

 

付

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

八

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

法

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

住

宅

宿

泊

事

業

を

営

む

旨

の

届

出

を

し

て

い

る

住

宅

が

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

に

お

い

て

第

六

条

第

三

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

該

当

し

な

い

と

き

は

、

同

項

の

規

定

は

、

当

分

の

間

、

適

用

し

な

い

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

住

宅

が

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

に

同

項

た

だ

し

書

の

規

定

に

該

当

す

る

に

至

っ

た

と

き

は

、

そ

の

日

か

ら

同

項

の

規

定

を

適

用

す

る

。
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（

説

明

）

 
周

辺

地

域

の

生

活

環

境

の

悪

化

を

防

止

す

る

た

め

、

住

宅

宿

泊

事

業

法

（

平

成

二

十

九

年

法

律

第

六

十

五

号

）

第

十

八

条

の

規

定

に

基

づ

く

住

宅

宿

泊

事

業

の

実

施

の

制

限

そ

の

他

住

宅

宿

泊

事

業

の

適

正

な

運

営

の

確

保

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。
 


